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告 示 

 

兵庫県告示第1000号の２ 

宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第65条第２項の規定により、次のとおり処分した旨中播磨県民セ

ンター長から報告があった。 

令和５年10月２日 

兵庫県知事 齋 藤 元 彦 

１ 被処分者 

 商号又は名称  株式会社井寄不動産 

 代表者氏名  井 寄 良 紀 

 事務所所在地  兵庫県姫路市北条梅原町1300番地１ 

 免許証番号  兵庫県知事(2)第451502号 

  免許年月日  令和４年２月17日 

２ 処分の内容 

令和５年９月25日から同年10月９日までの15日間の業務停止 

３ 業務停止の範囲 

宅地建物取引業に関する一切の業務 
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毎週火曜日及び金曜日発行、 
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